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初めまして！
誕生日が3月3日なので、

高校の友達からの誕生日プレ
ゼントはひなあられが多く 、

誕生日には辛い物が食べた＜
なる林黄史朗（けんしろう）
です口

3月といえば花粉の季節です
ね（＾＿＾ ；）花粉症にならない方はとっても羨まし
いです！
私はくすりとマスクで花粉と闘っています（笑）
くすり飲みすきて眠たい・ ・ ・

ロ なんてならないように
してくださいねー！！ 

とし1あえず自己紹介からI
公土郎 亜由美

林家

こんにちは！
公土郎と亜由美
の予習史朗です！日貞U•置←興史朗
高校を卒業して、

大学まで時間が
一

あるというのと確定申告時期で
忙しいという亭で少しの間ですが
サム ・ ライズの業務をお手伝い
させていただきました。

高校では弓道をやっていましたロ

大学でも続けるつもりです！
弓を引くけんしろ 一君→

� 

罠史朗という名前は
賢く歴史に強く、 郎ではなく朗でンキがあり
朗らかな性格に育ってほしいという意味らしい
です！考えるのに3時問しかからなかっだらし
いので短い時間でこれだけ意味のある名詞を者
えるのはさすがうちの親って感じですね（笑）

ケー＊も食べました I I

サム・ライズでの所内勉強会で2月と3月の誕
生日を祝っていただいたときの写巽です！！ 
前列の4人が他のみなさんに誕生日を祝って
いただきました！！ありがとうこさいます！

弓道とアー和,,_
弓道をやっていると「アーチェリ ーと同が違うの」
とよく聞かれます口 そこで今回は違いについてザッ
クリとですが話したいと思います！

弓道 1 アーチェリー

団のとこに中ってもOK I aりの中心が高得点である
(6りまでの距離は】

近随28M 遠的60M l30,..-...,90M（競技で違う）
【矢の位雪】

自ガから見て弓の石測に 1 自分から見て左側に矢
矢がある（そのまま放つ I がある
と石側に飛んでしまうの I

で手の内と呼ばれる特殊 1まだまだ言舌したいことは
な握り万をします』 Iありますが次の機会に！

* ＊ ＊ ＊ ＊ひなどり通信は、林賢史朗が林公士郎に頼まれた時のみお届けします。 こ意見・ご感想など頂けるととても喜びます0* ＊ ＊ ＊ ＊
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事務所通信

3月といえば卒業シーズンですが、 スギ花粉の飛散が本格化する時期でもあリます。
花粉症の方にとっては辛い時期ですが、 少しでも気分よく乗り切りたいですね。

掲載内容に関してこ不明点等あれば、 お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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■中小企業向け
設備投資促進税制の改正

■改めて確認しておきたい
割増賃金率

■イノベーションしていますか
■ネット活用で節約できる時間

口編集後記
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瓢霧情報 2017年3月号

中小企禦同け
設備艘資偏進覇制の改正

,.......................................................................................................................................... ..............................................................■ 

']中小企業等艘賣偲遣職薗
現行の中小企業等投資促進税制は、 『通常

措置』と『上乗せ措置』があります。 いずれ
も、 中小企業者等が一定の期間内に特定の資
産を取得し、 かつ、 指定された事業の用に供
した場合に、 一定の特別償却又は税額控除が
認められています。 この中小企業等投資促進
税制が、 平成29年度税制改正により改正され
る予定です。

延長される予定です。

具体的には、 『通常措置』は対象資産から
器具備品が除外された上で、 適用期間が2年

また『上乗せ措置』は、 “中小企業経営強
化税制 ’' として改組され、 対象資産に、 全て
の器具備品及び建物附属設備等が加わります。
この税制は、 経営力向上計画の認定を受ける
必要があるなど、 一定の手続きが必要となる
ものの、 適用ができる場合に受けられる税制
上の軽減措置の影響が大きいのが特徴です。
この税制の概要は、 次ページをご参照くださ
Vヽ。

0中小企業等投資促進税制

環 遭用期間

度
の
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： 

対象資童

： 

： 

優遇撞置

改 適用期間
正

対象資崖

1"MyKomon 

通常撞置 上乗せ措置

平成10年6月1日から29年3月31日までの期間 平成26年1月20日から29年3月31日までの期間

新品である、 次の資産

(1)機械及び装置(@160万円以上）

(2)事務処理の能率化 、 製品の品質管理の向
J:.等に資する次に掲げるいずれかのもの （＠
120万円以上）

・測定工具及び検査工具

・電子計算機

・インターネットに接続されたデジタル複合
機

左記に褐げる資産のうち、 産業競争力強化法に規
・試験又は測定機器

定する生産性向上設備等に該当するもののうち、
(3)(2）に準ずる当該事業年度の取得価額の合 一定の取得要件を満たすもの
計額が120万円以上のもの

(4)ソフトウェア（一定のものを除く）

のうち次に掲げるいずれかのもの

・ ソフトウェア(@70万円以上）

・当該事業年度の取得価額の合計額が70万円
以上

(5)車両及び運搬具のうち一定の普通自動車
で、 貨物の運送の用に供されるもののうち車
同総重量が3.5トン以上のもの

次のいずれかを選択適用できる

基準取得価額の30％の特別償却又は基準取得 ・即時償却（普通償却限度額＋特別償却（取得価

価額の7％の税額控除崇 額一普通償却限度額） ）

※税額控除の遍用は、 資本金3,000万円以下の法人 •取得価額の7%（資本金3,000万円以下の法人等
等又は債人事業者に隠る（税額の20％を上霞。 控 又は個人事業者は10%)の税額控除
腺霞度超過謳は1年間の繰越可能） （税額の20％を上隕。 控除限度超過額は1年間

の繰越可能）

2年延長（平成31年3月31日まで）
“中小企業経営強化税制

”
へ改組

上記対象資産から、 器具備品に該当する資産
を外す

（制度の概要は、 次ページ参照）

税理士法人サム・ライズ 未来会計法人メイキット
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0中小企業経営強化税制の概要（新制度）
―――
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対象者 中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた、 青色申告書を提出する中小企業者等

働設るす讐
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対象資産

生産性向上設儀(A麺型） ]I 
9r-

①経営遠化法の認定
②投資収益亭が年平均5％以上の投責計画に係る設鑽

収益力強化設儡(B類型）

適用期間

| 
優遇措置

●邊械・類置(160万円以上｝
●工具(30万円以上）
●器具鑽品(30万円以上）
●達物附露殷●(60万円以上）
●ソフトウエア(70万円以上）

11 経済迄集局 I 
出鼻：中ヽJヽ企藁庁『平賦29年崖睾冑J改正の蠣裏について（中小企集・ヽlヽ鱗讀盲粛書II傭）田JF1讐丈2,922KB)

(http://www.chusho.meti即Jpiz泣mu/zeisei/2016/l 6121 6Zeisei底useil.pdf)」

上記対象資産の取得等、 かつ、 国内の指定事業の用に供した日が、 平成29年4月 1日～31年3月 31
日までの間であること

次のいずれかを選択適用できる
・即時償却（普通償却隈度額＋特別償却（取得価額一普通償却限度額））
•取得価額の7%（資本金3,000万円以下の法人等又は個人事業者は10%）の税額控除

（税額の20％を上限。控除限度超過額は1年間の繰越可能）

なお、 中小企業等投資促進税制の道用対象
から器具備品が外れることで、 卸売業、 小売
業、 サービス業等、 一定の事業の場合には、
商業・サー ビス業・農林水産業活性化税制の
適用 も検討するとよいでしょう。 この税制は、

〇商業・サービス業・農林水産業活性化税制

商業・サービス業者等が経営改善設備を取得
した場合に、 一定の特別償却又は税額控除が
受けられる措置です。 この税制は、 平成29年
度税制改正により適用期間が2年延長され、
31年3月 31 日までと予定されています。

it,三 b5じさ

現
行
制
度
の
概
要

対象者

対象資産

| 

適用期間

I 

優遇措置

認定経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けている青色申告書を提出する中
小企業者等

認定経営革新等支援機関等（商工会議所等）による、経営改善に関する指導に伴って取得する下記の設
傭
・器具備品（ショ ーケース、 看板、 レジスタ ー等） ： ＠30万円以上
・建物附属設備（空調施設、 店錆内装等） ： ＠60万円以上

上記対象資産の取得等、 かつ、 国内の指定事業の用に供した日が、 平成25年4月 1日～29年3月31日までの
間であること

改正案

取得価額の30％特別償却又は7％税額控除※
※税額控除の適用は、 資本金が3,000万円以下の中小企業等又は個人事業主に限る（税額の20％を上展。
控除限度超過額は1年間の繰越可能）

適用期間が2年延長（平成31年3月31日まで）

�MyKomon 税理士法人サム・ライズ 未来会計法人メイキット
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労霧情報2017年3月号

薗めて確麗しておきたい割増賃金寧

多くの企業経営者にとって、 時間外割増賃金の支払いは悩みの種ではない
かと思いますが、 今後、 中小企業においても1ヶ月の法定時間外労働が月60時間を超える場合に、
5割以上の割増賃金の支払いが糠務づけられる方向（施行時期は未定） で議論が進んでいます。
そこで今回は、 その前提となる割増賃金率について改めて確認しておきましょう。

■..................................................................................................................................................... .................................................................................................................. 

陀劃増賃金寧
割増賃金の支払いが義務づけられている労

働としては、 3種類（時間外労働、 法定休日
労働、 深夜労働）ありますが、 これらの割増
賃金率は、 下表のとおりです。

表割増賃金率のまとめ
種類 支払う条件

—―

割増賃金率

年 1- 年時励-—呵巴こ
時螂I時間外労働が-時間(1ヶ月45時間、 25％以上

労働 1年360時間等）を超えて労働させた場合 ※1
「時面外労働が五頁面

―

時間虹釦tで引働さ11 so％以上た珊合※2
法定休日 1週1日あるいは4週4日の法定休日に休日

労働 労働させた場合
35％以上

帯I�け働させ氾駅合 11 2s％以上
深云云い→一- --面元深

夜©時間

※1 25％を超える率とするよ哭努めることとされています。

※2中小企業については、 当分の閻、 猶予措置があります。

これらを具体例で示してみると以下のとお
りとなります。

図1所定労働時間が午前9時から午後6時（休醸1時間）までのケースで｀ 時間外労働およ”戻

夜労働む曳た場合

午前9時 午後6時午後10時 午前5時

|ロ---」:：し？：
所定労働時間 時間外労働 時間外労働＋深夜労働

e E 
一方、 法定休日労働は原則として、 暦日

（午前0時から午後12時まで）の時間帯に労
働させた部分について、 35％以上の割増賃金
の支払いが必要になります。

園2 法定休日の日に午饒9時かゲH負12時（休憩1時間）まで労働出さた蝙合

午前9時 午後10時午後12時

l 
12

:間 [-？:」

饂i
法定休日労働＋深夜労働

-
※この事例は割増賃金の計算を説明するための事例で

あり 、 このような長時間労働は好ましくありません。

島滋室休日とは
法定休日は1週1日あるいは4週4日で与える

ことになっており、 例えば、 週休2日制
（土・日曜日） の会社において、 繁忙期のた

め土曜日に出勤させるケー スでは、 この土曜
日が法定休日かを区別する必要があります。
例えば、 就業規則等で1日の所定労働時間を8
時間、 日曜日を法定休日と定めている場合に、
出勤した土曜日は法定外の休日となり、 時間
外労働の割増率(25%)で計算した賃金を支
払う ことになります。 また、 曜日を特定せず、
1週1日とのみ規定している場合には、 土・日
曜日のうち1日の休みが確保されていれば こ
の日が法定休日として確保できていると判断
されます。 そのため、 こちらのケースでも土
曜日の勤務は、 法定休日労働には該当しない
ことになります。

規定の方法と勤務する日によって時間外労
働か法定休日労働か、 いずれに該当するかが
異なってくるため、 注意が必要です。

過重労働防止の観点のみならず、 割増賃金率の上昇による人件費の増加を抑制するために
も、 いまの段階から残業時間の削減に取り組むことが求められます。

1"MyKomon 税理士法人サム・ライズ 未来会計法人メイキット
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匿轡情輯 2017年3月号

イノベーションしていますか

,.......................................................................................................................................... ..............................................................■ 
著名な経営学者であるP. F. ドラ ッ カ ーは、 企業が成長発展し続けるための

基本的機能として、 「マーケ テ ィ ング」 と 「イ ノ ベーシ ョ ン」 を挙げています。 ここでは昨年 1 2

月に文部科学省から発表さ れた調査結果 （※） から、 企業のイ ノ ペー シ ョ ンヘの取組状況をみて
いきます。

■..................................................................................................................................................... .................................................................................................................. 

陀 イノベ→9ヨン寓躙企業は40% ンの実現割合が尚 く なっています。

陀 露力のある聾藁奢の不足が閾題に上記調査結果から、 平成24年度から26年度
の間に、 イ ノ ベー シ ョ ンを実現させた企業の
割合をまとめると、 表1のとおりです。

【表1】イノベーション実現企業の割合 （％）

全体 小規模 中規模 大規模
企業 企業 企業

イノペーション実現 47 59 

次に、 イ ノ ベー シ ョ ンの阻害要因や活動非
実施の理由と して高い割合の上位5つを、 企
業の規模別にまとめると表2のとおりです。

【表2】イノベーションの阻害要因及び
イノベーション活動非実施⑪浬由 (%)

小規模企業 中規模企業 大規震企業

実

現 プロダクト・
し イノベーション

40 

12 

38 

11  16 
能力のある従 61 能力のあ召だ 62 能力のある従

27 業者妹足 業者がF足 業者が図且 57

た 目先の売上・ 目先の売上・ 良いアイデアの
53 55 

利益の追求 利益⑪且求 不足
54 

イ 尤セス・
ノ
ペ イノペーション 15 14 20 28｀ 良いアイデアの 良いアイデアの52 54 巨先の売上・

53
I 不足 不足 利益⑪且求

技術力やノウハ 市場⑪競争が 市場⑪匿争がショ 組織
ン イノペーション 24 22 29 42 ウの限界 so 激しい 50 激しい 50 

の
類 々ーケティン
塁 グ・イノベー

ション
22 21 23 31  

文部科学省科学技術・学術政策研究所「第4回全国イノペーション
調査統計報告」よヅ乍成

製品やサービス、 その製造や提供プロ セ ス
の改善をは じめ、 イ ノ ベーシ ョ ンには様々な
取組がありますが、 実現できた割合は40％と
なりました。 イ ノ ベー シ ョ ンの類型別にみる
と、 企業の規模に関係なく 組織イ ノ ベーシ ョ

新襲品・サービス市場⑪畏争が 技術力やノウ)\
激しい ウの限界

47 50への需要が不確 49 
実

文部科学省科学技術・学術政策研究所「第4回全国イノベーション
調査統計報告」よび乍成

すべての規模で、 能力のある従業者の不足
の割合が最 も高 く なりました。 2番 目 、 3番 目
の理由は、 いずれ も 目 先の売上 • 利益の追求、
良いアイ デアの不足ですが、 中小規模の企業
では、 技術力やノ ウハ ウの限界という理由 も
上位に入っています。

企業が市場に適合し存続 していくためには、 イ ノ ベーシ ョ ン活動が不可欠です。 加えて
イ ノ ベーシ ョ ンを実現させるために、 教育訓練の実施による従業員の能力向上はもち ろん、
他社との協力な どにも取り組んでいくことが重要です。

（※） 文部科学省 「第4回全国イ ノベーシ ョ ン調査統計報告」
文部科学省科学技術 ・ 学術政策研究所が 、 常用雇用者数10人以上の民間企業約40万社を対象に標本抽出 した約25, 000社

を対象に実施 した調査で、 有効回答率は50％です。 こ こでのイ ノ ベーシ ョ ン と は、 新 しいま たは大幅に改善されたプロ ダ
ク ト （製品またはサー ビス） またはプロセス の導入、 マーケティ ングに関する新 しい方法の導入、 も し く は業務慣行、 職
場組織ま たは外部関係に関する新 しい組織の方法の導入をいいます。 また 、 小規模企業は常用雇用者数10人以J:49人以下、

中規模企業は同50人以上249人以下、 大規模企業は同250人以上の企業群をいいます。 詳細は次のURLのページから確認い
ただけます。 http://www. mext. go. jp/bJnenu/houdou/28/12/1380031. htm 
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IT情輻 2017年3月号

ネット涯用で節約できる時閾

個人のイ ン タ ーネ ッ ト普及率は平成27年末時点で90％近い割合に達し、 イ
ン タ ーネ ッ ト （以下、 ネ ッ ト） を活用した情報検索やシ ョ ッ ピ ングは、 当たり前のサービスと
なっています。 では、 これらのサービスを活用することで、 ネ ッ ト以外の方法で調ぺたり、 実店
舗で買い物を したりする場合に比べて、 どの程度の時間が節約できるか ご存 じですか。 こ こ では
総務省の情報通信白書 （※） から、 ネ ッ トを活用した情報検索やシ ョ ッ ピングによって節約 され
る時間に関するデータをご紹介します。

■..................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 

陀 情輻檎顕で49.2分の節絢
上記 白書から、 ネ ッ ト を活用して情報検索

をする場合に、 図書館等で文献によって調べ
物をする場合と比べて、 節約できる時間につ
いてのア ンケー ト結果をまとめると、 表1の
とおりです。

【表1】 年代別 情報検索によって節約される

1回あたりの時間

年代 ・ 節約時間 （分）

2叩 (412) 二し＿＿ 5竿
30代 (407) | 47; ．2 
4叩 (421) -| 41.o
50代 (428)
6叩 (431)

型3
55.0

総務省「平成28年版情報通信白書」よヅ乍成

最 も節約時間が多いのは、 60代の55. 0分で、
最も少ないのが40代の41. 0分となりました。
なお、 年代ごとの節約時間の平均を求めると、
49. 2分となります。

庄 買い鶉1 回で54.3分の耀絢
次に、 ネ ッ ト シ ョ ッ ピングを利用して買い

物をする場合に、 実店舗に行って買い物をす
る場合と比べて節約できる時間をまとめると、
表2のとおりです。

（※） 総務省 「平成28年版情報通信白書」

【表2】年代別 ネッ トショッピングによって

節約される1回あたりの時間

年代 節約時間 （分）

2叩 (433) 1| 50.4:
3叩 (452) - 42.9
叩代 (469) 7| 62.3
SOf-t (480) 
巫 (496)

茎2.5
声

総務省「平成28年版情報通信白書」よ枡乍成

60代の節約時間が最も多く63. 6分となって
います。 最も少ないのが30代の42. 9分でした。
こちらも平均すると54. 3分となり、 情報検索
より も5分程度多く節約できるという結果に
なりました。

モ 生璽性の胄上にも審与
この よ うに、 ネ ッ ト を活用する ことで節約

できる時間は、 決して少なくない ことがわか
ります。 ビジネスの現場において、 こうした
時間の節約ができれば生産性の向上に も寄与
します。 特に情報検索については、 検索技術
を向上させる ことで、 さらに調べる時間を短
くする こと も可能です。

検索の コ ツに関する情報は、 ネ ッ ト上にた
くさん公開されています。 興味のある方は、
一度調べてみてはいかがでしょうか。

28年8月 に公開 された 白書です。 こ こ で紹介したデークは 、 白書69ページ掲載のア ンケー ト調査に よ る も のです。 （） 内
の数字は回答数と なっています。 なお、 ネ ッ ト検索の場合の節約時間には、 図書館への往復時間は含まれていません。 詳細
等は次のURLのページから確認でき ます。 http://www. soumu. go. jp/johotsusintokei/whitepaper/h28. html
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4月 か ら 新入社員 を受 け入れる事業者は、 オ リ エ ンテーシ ョ ン を し つ か り 行いま し ょ う 。 ま
た、 月 末か ら の ゴールデン ウ ィ ーク は、 休業 日 状況の確認を行いま し ょ う 。

2017年4月

お 仕 事 備 忘 録
゜

0

0

 

1 . 給与支払報告に係る給与所得者異動届 出

2 .  5月 納付の源泉所得税 ・ 住民税の納付準備

3 . 社会保険料の変更

4 . 労働者名 簿の調製

O :  5 . 新入社員のオ リ エ ンテー シ ョ ン

〇 ！ 6 ． 暖房器具等の清掃、 格納

平成29年度の雇用保険料率は平成28年度よ り 1 /1 , 000ずつ引下げ られ、 以下の と お り と な る予定です。
保険料率 事業主負担率 被保険者負担率

一般の事業 1000分の9 1 000分の6 1000分の3
農林水産 ・ 清酒製造の事業 1000分の1 1 1 000分の7 1000分の4
建設の事業 1000分の1 2 1 000分の8 1000分の4

健康保験料率、 介護保険料率も3月 分 (4月 納付分） か ら 変更 と な り ます。 国民年金保険料は4月 よ り 引 き上げ
られ、 月 額1 6, 490円 と な り ます。

入社オ リ エ ンテーシ ョ ンでは、 主に次のよ う な事項を説明 しなければな ら ないので、 もれのないよ う に注意
し ます。 また新入社員への配付物ある いは新入社員からの提出物を確認 し ま し ょ う 。 提出の必要な書類と提出
期限を記載 した資料を配付す る と 、 提出もれを防止できます。

◆主な説明内容
◇労働条件の説明 ◇社内ルール ◇藷届の方法 ◇年間行事予定

◆主な渡 し物
◇貸与物品 ◇配付物品

◆主な提出物
◇誓約書 ◇身元保証書

暖か く なる につれて不要 と な る 暖房器具等は、 清掃を した上で格納 し ます。 不良箇所は後回 し にせず、 気づ
いたその場で修理依頼を し ま し ょ う 。

税理士法人サム ・ ライズ 未来会計法人メイキッ ト �MyKomon 
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取引先の ゴールデ ン ウ ィ ー ク に よ る休業 日 の確認を行

い、 納期遅れや債権の回収もれを防ぎま し ょ う 。 特に、

月 末月 初の資金繰 り は要注意です。
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日 ：曜日：六曜i 項 目

1 ： 土 先勝：... . . . . , . . . . . . . . . . 』． ． . ． ． ． ． ． ． ． ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
2 ： 日 友引

3 月 先負：：

．． 

：： 

．． 

：．：． ．：：：

．

． ．

．

：．．  ：：

． ．． ／． 
．．

：： ：  ：．
4 ： 火 ： 仏滅 ．清明
. . . . . . .  : . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5 : 水 大安 ：

6 木 赤 口：：

．

． ．． ：： ： ：：：． ．：：：． 

．

．． ：：： ：． ：：： ：． 

．

．：：： ：： 
7 i 金 先勝 ：
・・ ・ ・ ・・ •: . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 ： 土 ： 友弓 l :
9 日 先負：· · · · · ·:· · · · · ·· ·i· - - · · · ·· ； ●●源泉所得税・・

・住民税特別微収分の納付 ・・(3月分）
．． ．．．．

10 : 月 ： 仏滅 ［●一括有期事業開始届 （建設業） 届 出
・・ ・ ・ ・・ •: ·・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・： ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1  ： 火 ： 大安 ：··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · • · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · • · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · •"· ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ·
1 2  水 赤 口

1 3 木 先勝：： ．

．

．． ．．：： ・ ロ ：：

．．

．

．

． ．．  ：：： ：

．．  

：：：：． ． 

．

． ：： ：： 
1 4 金 友引｀

・. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ・ ・・ ・ ・・・ ・ ・ ・・ ・ • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 ； 土 ： 先負 ：
· · • • · · · l · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · ❖ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · • · · · · · · · · · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · • · · · · · · · · · · • • · · • • • · · · · · · · · · · · · · · • • • • · · · · · · · · · · · · · • • • • · · • · · · · · · · · · · " · · • • ·

16 ： 日 仏滅 ：... . . . . , . . . . . . . . . . 』． ． .. ． ． ． ． ． ． ·
1 7  ； 月 ： 大安 ・：

●●給与支払轍告1ゴ係る給与所得者臭動届の提出
．．．．

．．．．．
．．． ．

．．．．．

. . • • . . • ; . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .ふ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

18 ： 火 赤口
. . . . . . . . , . . , , . . . , . . . . . . . , . . . . .  ❖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , , . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .  .. 

1 9  ： 水 ＇ 先勝 ：・・・ ・ ・ ・・ •9 .． , ． ． ． ． ． ． ．』 ． ． ． ． , ． ． ． ． ． <·,·a· · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , , . . , , . . , , . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . , , . . , , . . , ,

＇ ：穀雨
20 : 木 友引 ●所得税及び復興特別所得税の確定申告納付撮替日 （口座振警の場合）
． ． ． ． ． ． ．： ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．； ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ；． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．  
21 ： 金 先負：· · · · · · · : · · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · - - ·"

22 ： 土 ： 仏滅 ：
・・ ・ ・ ・・ •: . . . . . . . . . . , ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ？． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．
23 ： 日 ： 大安 ：

24 ： 月 赤 口

25 ： 火 先勝
: ：●個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告納付振替日（口座振警の場合）

． ．．．． 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -● , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . , , , . . , , ●  ● , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . . . . . . . . . . , , . . , , . . , , . . . . .  
26 ： 水 仏滅.... . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . .一 . . . ●● , , , . . . .  _ . , , . . , , . . , , , ●  ● . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
27 木 大安
, . . , , . . . . . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , _. , , . . , , , . . , , . . . . . . , , . . , , , . . . . . . . . . . , , . . , , , . , , , . . . . . . , , . . , , . . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . , , . . , . . . . . . . . , , . . , , . . , . . . . . . . . , , . . , , . . , , . . . . . . , , , . . , , . . , , . . . . . . . . . . . , , . . , , . . , , . . . . , . . , , . . , , . . , , . . . . ,  

28 金 赤 口 ：
, . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , . . ,  

29 ： 土 先勝
昭和の日

, . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . , , , . . , , . . , , . . , , . . , , , . . , , . . , , . . , ,  
; : ：●軽自動車税の納付 ※市町村の条例で定める日まで

：●固定資産税 （都市計圃税） の第1 期分の納付 ※市町村の条例で定める 日 ま で
9 

: ［以下、 5月 1 日 まで］

30 ： 日 友引 ・健康保険 ・ 厚生年金保険料の支払 (3月分）
, ：●労働者死傷病報告書の提出 （休業 日 数1 ~3日 の労災事故[1 月 ～3月 ］ について報告）

●最低賃金適用報告 • 最低工賃遍用報告 ・ 預金管理状況報告
：●安全衛生教青実施結果報告

税理士法人サム ・ ラ イズ 未来会計法人メ イ キ ッ ト !t'MyKomon 
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siaff 編集籟記
．

 

花粉の時期がや っ て さきした ！ ！ ！ ！ 

（

叶なさん花粉症でし ょ うか ？ サムライ スも花粉症の

人が多く、 また眼鏡率も高いたのマス ，，をすると

眼鏡が曇る と言 っ てます（笑）

北海道には杉が少なく 沖縄に1さ生息していない よう

な 咋、 今の時期だltlさ沖縄に移住したいですね。

紐で1さ今國のホ題Iさ、 もうす く花見 ！ なので～

絶対 1 花見磁薦郎スポット ］ 

横山

小笠原

黒田

命客様情報によると、 幸手
にある幸手権現堂9が埼玉県
内 9 位（全国8位）0ホ花見
スポットだとうです。 休8(;)
昼間は 車が動かないくらい
込が合うので、 平日か、 期問
限定のライトアッ7がホ勧の
とのことです
＇

 

石田 幼い頃よく行った「東塚戸団
地」です ) 若葉駅からl＼

・

スで
約 9 0分、 アーllー／＼

・

ート
・

ゴ IL1り
ラプからも近kuズラーっとII I
沿いに咲く桜9さとても綺匿
です ！ 家籐で手作りのホ弁
当とシュース・ヒ

・

ーILを自転車
に積が、 泡だらけになるヒ•一
＇ 

ルが思い出で¢w

入問市にありまず稲荷山公
園』です。 駅前0為電車でも
行けます。 また911越ですと
「水J:公園 』ですね。 桜が終
わった時期に家蕨でヒ，，ニッ
，，に行ったら、 毛虫がすこく
いてピ•'IIJIJ I I I 

外尾
私0ホすすめ9さ航空公園で
す。 ‘Iメイヨシ／が5000本
だとうです。 駐車場もある
し、 航空公園駅から歩いて

すくのところにあるので交通
0便もいいと思います。 広い
公園な0でぜひ一度行って

がてください。

私のホ薦,,,,さ、 鴻巣市の元
荒II IO桜並＊です。 実家にい
た頃は、 ホ花見というとここ
でした。 1 1 1沿い0両サイドに
桜がこれでもかと咲いてお
り、 見物です ！ また、 JR吹上
駅から徒歩5分と、 渋滞と無
縁0ア，，セス0良さもポイン
トです。

鈴木
布すすi1J9さ吉見町0さくら
堤公園です。 菜の花も咲い
ていて桜と菜の花0コントラ
ストが綺麗です。 吉見Iさイ千
コが有名です0でイ千コ狩り
もでさ壱す。 少し遅咲さな〇
で見逃した方にもホすすの
ですよ。
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野口

瀬II I

桜と言えI#、 やはり京都の桜
が一醤好きです ) 寺と桜が
日本人の心に響く0でかもし
れ李せん I 身近で9さ毎年行
く東項戸団地0桜並＊lさ布
すすのスポットです ) 染井吉
野約200本が111面に瞭る景
色9さ、 夜桜も幻想的です )

相藉
私のホすすi!I,1お東京都練馬
区の光ヶ丘公園です。 もとも
と和光市に住んでいて、 歩
いて20分もすれl＃光ヶ丘な
0でよく小さいころlさよく行
さ花見に車道から捻見渡す
限り一面が桜の木があってき
れいです。

私のお薦l!l,Iさ東京都北区に
ある「飛鳥山公園」です。 桜0
下で〇布花見Iさもちろん、 博
物館や遊具もある0で、 幅広
い年代0方で毎年にさわい
ます。 個人的にはJRc;)電車
から眺のる桜並＊とホームへ
観い込む桜の花びらがとても
好さです。

花見Iさ楽しいですが、 夜lさまだ気温が下がり寒いですので
風邪をひかないでくださいね＊ 多

（布知らせ l

◆ 4月 4 日 金 曜 日

ツ
9

_) ‘-｀い 。
} 

ーJ

所内研修のため 、 終 日 留守番電話とさせて
頂きます。
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